














6　　鹿児島県信用保証協会ディスクロージャー2017

２　信用保証のしくみ

信 用 保 証 制 度

① 中小企業者は，金融機関窓口又はあっせん機関窓口（商工会議所・商工会等）を通
じて保証申込をします。

②
信用保証協会は，申し込みのあった中小企業者の信用調査・審査を行い，信用保証
を適当と認めたときは，金融機関に対して信用保証書を発行し，中小企業者には保
証決定を通知します。

③ 金融機関は，信用保証書に基づいて中小企業者に融資します。

④ 中小企業者は，融資条件に従って金融機関に返済します。

⑤ 中小企業者が，倒産等の理由により，借入金の返済ができなくなったときは，信用
保証協会が中小企業者に代わって借入金を金融機関に代位弁済します。

⑥ 中小企業者は，信用保証協会と相談しながら，信用保証協会に対し借入金を返済し
ます。

信 用 保 険 制 度

① 公庫と信用保証協会は信用保険契約を締結し，この保険契約に基づき，公庫は信用
保証協会に対して保険を引き受けます。

② 信用保証協会は，公庫に信用保険料を支払います。

③
信用保証協会が金融機関に代位弁済したときは，公庫に保険金の請求を行い，公庫
は，信用保険の種類に応じて，代位弁済した元本金額のおよそ 70％から 80％を保
険金として信用保証協会に支払います。

④ 信用保証協会は，代位弁済した中小企業者からの回収金を，保険金の受領割合に応
じて公庫に納付します。

　※⑤・⑥は債務不履行が発生した場合。
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